
庁名

500円 110円 100円 50円 20円 10円 合計額

通常訴訟・少額訴訟 8 10 5 5 5 5 6000円

６０００円
（※郵送費用を
現金・電子納付
する場合。郵便
切手で納付する
際は、不要。）

※当事者１名増すごと
に１，２２０円２組（合計
２，４４０円）追加（内訳
５００円４枚、１１０円４
枚）
※◎「現金納付・電子
納付について」
できる限り現金納付・
電子納付の方法によっ
ていただくよう、ご協力
をお願いします。訴状を
郵送する場合には、後
日、裁判所から、郵便
料の納付に必要な書
類を送付します。訴状
を窓口に持参する場合
には、訴状に押した認
め印と、原告名義の預
金通帳を持参してくだ
さい。また、電子納付利
用者登録をされている
方は電子納付の利用
も可能です。

控訴（原審簡裁） 8 4 2 2 2 2 4800円

50００円
（※郵送費用を
現金・電子納付
する場合。郵便
切手で納付する
際は、不要。）

※当事者１名増すごと
に１，２２０円２組（合計
２，４４０円）追加（内訳
５００円４枚、１１０円４
枚）
※◎「現金納付・電子
納付について」（通常
訴訟備考欄）参照

抗告（原審簡裁、相手方な
し）

4 2 4 9 20 3000円

30００円
（※郵送費用を
現金・電子納付
する場合。郵便
切手で納付する
際は、不要。）

※当事者１名増すごと
に３，０００円１組（左記
組み合わせ）
※◎「現金納付・電子
納付について」（通常
訴訟備考欄）参照

民事調停 4 8 5 10 3000円

３０００円
（※郵送費用を
現金・電子納付
する場合。郵便
切手で納付する
際は、不要。）

※当事者１名増すごと
に１，５００円１組追加
（内訳　５００円２枚、１０
０円４枚、10円10枚）
※◎「現金納付・電子
納付について」（通常
訴訟備考欄）参照

特定調停 5 5 550円

100０円
（※郵送費用を
現金・電子納付
する場合。郵便
切手で納付する
際は、不要。）

※◎「現金納付・電子
納付について」（通常
訴訟備考欄）参照

民事調停

備　考

民事訴訟

さいたま地方裁判所管内の簡易裁判所

郵便切手及び予納金一覧（令和７年１０月１日～）

カテゴリ

郵便切手の場合

郵便料

予納金の場合
※郵便料を現
金・電子納付す
る場合の金額。
郵便切手で納
付する際は不要

申立ての種類



500円 110円 100円 50円 20円 10円 合計額
備　考カテゴリ

郵便切手の場合

郵便料

予納金の場合
※郵便料を現
金・電子納付す
る場合の金額。
郵便切手で納
付する際は不要

申立ての種類

支払督促
（郵便切手額は50グラムま
での料金です。支払督促申
立書の枚数が7枚を超える
ときは、管轄裁判所にお問い
合わせください。）

2 3 3 1330円

５０００円
（※郵送費用を
現金・電子納付
する場合。郵便
切手で納付する
際は、不要。）
※現金、電子納
付の場合には、
仮執行宣言申
立費用も含まれ
ています。

※郵便切手の場合は、
当事者１名ごとにはが
き1枚、現金・電子納付
する場合には、当事者
1名ごとにはがき２枚
を提出してください。
※当事者1枚増すごと
に１，２２０円１組追加
（内訳　５００円２枚、１０
０円２枚、10円２枚）
※◎「現金納付・電子
納付について」（通常
訴訟備考欄）参照

仮執行宣言
（郵便切手額は50グラムま
での料金です。支払督促申
立書の枚数が7枚を超える
ときは、管轄裁判所にお問い
合わせください。）

2 3 3 1330円

※郵便切手の場合は、
当事者１名ごとにはが
き1枚を提出してくださ
い。
※当事者1枚増すごと
に１，２２０円１組追加
（内訳　５００円２枚、１０
０円２枚、10円２枚）

訴え提起前の和解 1 3 2 180円

300０円
（※郵送費用を
現金・電子納付
する場合。郵便
切手で納付する
際は、不要。）
※現金、電子納
付の場合には、
双方への和解調
書正本送達費
用も含まれてい
ます。

※双方へ和解調書正
本の送達が必要な場
合は、1,220円2組を
追加（内訳、５００円４
枚、100円４枚、10円
４枚）
※◎「現金納付・電子
納付について」（通常
訴訟備考欄）参照

公示催告 4 4 2 12 2620円

その他

支払督促


